
アドボカシー(Advocacy)とは何か？

「アドボカシーとは、本人が何を望んでいるかを伝え、
本人が権利を守り、利益を表明し、必要とするサー
ビスを得ることができるよう、支え、行動することを
いう。アドボカシーは、ソーシャルインクルージョン
（社会的包摂）と社会正義を促進するものである。」       

英国の慈善団体アクション・フォー・アドボカシー
(Action for Advocacy)からの引用

参考資料１



なぜアドボカシーは重要なのか？

◆ 利用者は・・・

◆ サービス提供事業者は・・・

自分で選択することができるようになり、人生をコントロール
できるようになる。

虐待防止のための安全対策となり、本人中心のケア及び
支援を提供することにも繋がる。

本人のエンパワメントと社会的自立
を促すことによって、福祉サービス
への依存度を減らすことができる。



2021年4月1日

2022年度第２回アドボケイトWG資料（堀委員提供）より引用



2021年4月1日

第２回WG～第4回WGを踏まえて作成



あなたのことについて教えてください 

あなたのことを教えてください。思った通りに答えてください。 

１．フォロワー（〇〇さん）のことを信頼していますか？ 

１）信頼している 

２）どちらともいえない/わからない 

３）信頼していない 

２．自分のしたいことや好きなことをフォロワー（〇〇さん）に伝えることができて  

いますか？ 

１）できている

２）どちらともいえない/わからない

３）できていない

３．自分にとっていやだと思ったことをフォロワー（〇〇さん）や周りの人に伝えること

ができていますか？ 

１）できている

２）どちらともいえない/わからない

３）できていない

４．自分の考えていることを周りの人に伝えることができていますか？ 

１）できている

２）どちらともいえない/わからない

３）できていない

５．担当職員（○○さん）や周りの人を信頼していますか？ 

１）信頼している 

２）どちらともいえない/わからない 

３）信頼していない 

プロセス評価 本人用 
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ご協力いただきましてありがとうございました。 



本人とのことを教えてください 

本人がしてほしいことの応援をしていただいていることについて教えてください。思った

通りに答えてください。 

１．本人とコミュニケーションがとれていますか？ 

１）とれている

２）どちらともいえない

３）とれていない

２．定期的に本人に関わり本人の声を事業者に届けていますか？ 

１）届けている 

２）どちらともいえない 

３）届けていない 

３．本人の思いを受け止めて支持していますか？ 

１）している

２）どちらともいえない

３）していない

３．本人の希望やコミュニケーションを広げたり深めたりしていますか？ 

１）している 

２）どちらともいえない 

３）していない 

４．本人の希望や主張を表に出すことを手伝っていますか？ 

１）手伝っている 

２）どちらともいえない 

３）手伝っていない 

プロセス評価 フォロワー用 



５．本人の希望や主張を周りの人にマイクやスピーカーのように伝えていますか？ 

 

１）伝えている 

２）どちらともいえない 

３）伝えていない 

 

５．本人の希望や主張や困りごとについて委員会に相談していますか？ 

 

１）相談している 

２）どちらともいえない 

３）相談していない 

 

６．本人とともに事業者等の周囲の方に協力を求めていますか？ 

 

１）協力を求めている 

２）どちらともいえない 

３）協力を求めていない 

 

ご協力いただきましてありがとうございました。 



対応していただいたことについて教えてください 

本人がしてほしいことの応援をしていただいていることについて教えてください。思った

通りに答えてください。 

１．フォロワーの活動に対する協議と助言を行っていますか？ 

１）行っている

２）どちらともいえない

３）行っていない

２．本人やフォロワーの希望を踏まえて必要な支援を行っていますか？ 

１）行っている

２）どちらともいえない

３）行っていない

３．事業者による関係性の濫用を早期に発見し適切な措置を講じていますか？ 

１）講じている

２）該当しない

３）講じていない

４．本人の思いを受け止め理解しようとしていますか？ 

１）している

２）どちらともいえない

３）していない

５．必要に応じて権利擁護支援専門員を派遣し本人の選好や価値観を収集した上でフォロ

ワーとともに本人の思いを周囲に届けるようにしていますか？

１）している

２）どちらともいえない

３）していない

プロセス評価 委員会用 



６．自分たちの役割に応じた必要な支援を本人に対して行っていますか？ 

１）行っている

２）どちらともいえない

３）行っていない

ご協力いただきましてありがとうございました。 



本人とのことを教えてください 

本人がしてほしいことの応援をしていただいていることについて教えてください。思った

通りに答えてください。 

１．本人の声を聞く態度を本人に示していますか？ 

１）示している

２）どちらともいえない

３）示していない

２．本人の思いを受け止め理解しようとしていますか？ 

１）している

２）どちらともいえない

３）していない

３．自分たちの役割に応じた必要な支援を本人に対して行っていますか？ 

１）行っている

２）どちらともいえない

３）行っていない

ご協力いただきましてありがとうございました。 

プロセス評価 事業者用 



対応していただいたことについて教えてください 

本人がしてほしいことの応援をしていただいていることについて教えてください。思った

通りに答えてください。 

１．各自の役割を維持しながら事業を実施していますか？ 

１）実施している

２）どちらともいえない

３）実施していない

２．事業者による関係性の濫用を早期に発見し適切な措置を講じていますか？ 

１）講じている

２）該当しない

３）講じていない

３．各自が本人の思いを受け止め、支持または理解できるような働きかけを行っています

か？ 

１）行っている

２）どちらともいえない

３）行っていない

４．各自が積極的に取り組めるよう必要な支援を行い、持続可能な体制を構築しています

か？ 

１）構築している

２）どちらともいえない

３）構築していない

ご協力いただきましてありがとうございました。 

プロセス評価 事業実施団体 
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第 3 回 地域共生社会の在り方検討会議 意見書 

同志社大学 永田 祐 

 第１回の意見書でも述べた通り、成年後見制度は、「適切な時機に、必要な限り」で利用される制度へと改革の

議論が進められている。そうであるなら、地域で判断能力が不十分な人を支える福祉側の総合的な権利擁護支

援策の充実が喫緊の課題となる。同時に、従来、福祉（例えば、日常生活自立支援事業）から、成年後見制度へ

の適切な移行が利用促進として重視されてきたが、成年後見制度から福祉への移行も重要になってくる。こうした

双方向の司法と福祉の連携の中核となる機関（機能）を明確にすることが重要なこともすでに指摘した通りである。

以下、この２点と権利擁護への市民の参加ついて意見を述べる。 

１．総合的な権利擁護支援策の充実の方向性 

 日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な人の法的能力を制限しない、意思決定支援の事業として高く

評価されるべきものだが、現行の体制では、成年後見制度の改革の先に見える新しい地域における支援体制に、

質量ともに応えられない。量的な観点では、実利用者は約 56,000 人でほぼ横ばいで推移しており、実施体制に

限界があることを示唆している。質的な観点からみると、例えば、①法律上の「福祉サービス利用援助事業」に厳

格になりすぎてしまうと、日常的な金銭管理といった現場で求められる本人の生活ニーズに十分に応えられない

おそれがあること、②生活支援員は専門員の指揮下で業務をする立場であるため、意思決定支援が十分に確保

されるか疑問が残ること、③後見終了時に本人が契約できない場合には本事業での対応が困難であること、とい

った課題が指摘できる。一方、第二期成年後見制度利用促進基本計画のもとでは、｢総合的な権利擁護支援策

の充実｣の一つとして、「新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討」が掲げられ、「簡

易な金銭管理等を通じ、地域生活における意思決定を支援する取組」のモデル事業が各地で実施され、一定の

成果や課題が報告されている。 

モデル事業の成果や課題を踏まえた日常生活自立支援事業の拡充・見直し及び総合的な権利擁護支援策の

具体化には、大きく分けて、①日常生活自立支援事業の拡充、②モデル事業の事業化、③（事実上の①＋②と

して）モデル事業の成果を取り入れつつ日常生活自立支援事業を大幅にリニューアルして拡充、④モデル事業

における各機能（日常的な金銭管理（赤）、監督・支援（緑）、意思決定支援（青））をそれぞれ事業化、といった方

向性（①～④の部分的な組み合わせを含む）が考えられる。 

引き続き検討を要するものの、現時点では、「モデル事業で得られた成果や課題を踏まえつつ、日常生活自立

支援事業を大幅にリニューアルして事業規模の拡充を図るとともに、モデル事業において重視された各要素につ

いてそれぞれ個別に事業化を目指す」ことが妥当かつ現実的な対応ではないか（③＋④）と考える。即ち、現行

の日常生活自立支援事業が、モデル事業でいう日常的な金銭管理（赤）と意思決定支援（青）の２要素を持つ事

業（赤＋青）であることに着目し、この事業について、十分な予算・人員の確保を図った上で、総合的な権利擁護

事業として社会福祉法上の事業に位置付け、全国の各地域における権利擁護支援の基軸事業とすることが考え

られる。なお、社会福祉事業であれば、都道府県による監督にも服することとなり一定の監督（緑）作用は期待で

参考資料４
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きるものの、日常的な金銭管理（赤）と意思決定支援（青）について相互の牽制機能が働くよう、事業の実施主体

内における内部牽制体制の確立（部署を分けた上で監査機能を拡充する等）に留意すべきである（③）。 

また、前述の総合的な権利擁護事業（日常生活自立支援事業のリニューアル版）を基軸としつつ、各地域にお

ける本人に対する支援策の上乗せを図る観点から、モデル事業の各要素について個別に事業化を行い、各地

域において選択的に実施できるような環境を整えることができれば、地域の実情に応じた権利擁護支援体制を展

開できるのではないか。例えば、意思決定支援サポーターの養成事業を立ち上げ、養成者が中核機関等に登録

して、後見終了時に本人と意思決定支援サポーターをマッチングすることもできるようになると考えられる（④）。 

なお、これらの提案は、成年後見制度の見直しに係る民法改正の施行が数年以内に迫っていることに鑑みた

ものであり、厚生労働省においては、これまで成年後見制度利用促進専門家会議において検討を重ねてきたモ

デル事業の各要素（赤・青・緑）を十分に踏まえた制度設計に努めるべきと考える。また、身寄りのない高齢者等

を支援する枠組みとも大きく重なってくることから、今後の議論において、両者の検討が縦割りにならないよう包括

的な検討を行っていくことが肝要である。 

２．司法と福祉の連携の核となる機能の明確化 

 中核機関整備済み自治体は、令和５年４月１日時点で 1,070 市町村（61.5％）となっており、量的にも十分にそ

の整備が進んでいるとは言い難い。さらに、質的には「小さく生んで大きく育てる」をキーワードに、広報・啓発や

相談機能から体制整備が進められてきたため、その機能や取り組みには格差があるのが実態である。特に、家庭

裁判所との連携が重要になる「受任者調整の仕組みづくり」は整備済み自治体の半数程度でしか取り組まれてお

らず、成年後見制度の見直しに向けて期待される「後見人等の選任後のチームの自立支援」については、1/4 の

中核機関では実施されていない。開始に当たっての適切な後見人の選任や終了に当たっての家庭裁判所との

情報共有については、現状の実施状況のままでは、非常に不十分な状況であると言わざるを得ない。一足飛び

にあらゆる機能を実現できないとしても、少なくとも司法（家庭裁判所）と開始及び終了に当たって情報を相互に

共有し、適切な支援が行えるような機能を何らかの形で法制化すべきであると考える。同時に、このような機関の

あり方は、包括的な支援体制の構築と一体的に検討すべきであり、新たな機能の追加が屋上屋とならないように

留意すべきである。 

３．市民の参加という観点 

 不足している機能が大きすぎるため、総合的な権利擁護支援策にしても、身寄り問題にしてもややもすると具体

的な事業のあり方ばかりに目が行きがちである。しかしながら、専門的な支援（成年後見制度）や日常的な金銭管

理を含む生活支援の基盤には、本人が地域社会に参加するための意思決定を後押ししたり、その人に人格的に

関わる市民の存在が不可欠である。市民後見人は、後見人として法的な権限を持ちながらも、相対的にそのよう

な役割を果たしてきたし、生活支援員、介護サービス相談員なども本来、市民によるインフォーマルなアドボケイト

の役割が期待されてきたと考えられる。身寄りのない人への支援とも共通することだが、これまで各種制度で育ん

できた権利擁護人材を鳥瞰した整理を行い、新たな成年後見制度や総合的な権利擁護支援の中での市民の活

躍のあり方や位置づけを検討していくことも重要だと考える。 



2006年に国連で障害者の権利に関する条約が締結され、日本は2014年に批准しました。2022年8月には国連による日本

政府に対する初回の審査が行われ、同年10月に成年後見制度などにおける代行決定への懸念が示されると同時に、支援付き意

思決定の仕組みを確立するよう勧告がなされました。「良かれと思って」周囲の人が本人の代わりに決めるのではなく、本人の「心か

らの希望や選好・価値観」に基づき本人自身が意思決定をし、それを尊重できる社会を目指していくためには、これまでとは別の支

援の枠組みを作っていく必要があります。

このような背景を踏まえ、一般社団法人日本意思決定支援ネットワーク(通称：SDM-Japan)は、2022年10月25日、愛知

県豊田市及び日本財団と、障害者・認知症高齢者等の意思決定支援事業に関する連携協定を締結し、2023年２月19日に

は、同事業の実践を踏まえたシンポジウムを開催し、対面会場・オンライン会場を合わせて245名の方に出席いただきました。

本事業は、障害者や認知症高齢者等で判断能力が十分ではないとされている人が、地域生活や社会参加を継続していくため

に自らの意思を形成、表明し、自分らしく生きていくための意思決定を支援する仕組みを構築・実践することを目指しています。

今回は、意思決定フォロワー及び支える仕組み（フォロワーシステム）を全国に普及するにあたり、同様の課題

に取り組む自治体もお招きし、実践報告と課題の検討を行うためにシンポジウムを開催します。

対  象：成年後見制度や意思決定支援の動向に関心のある自治体、中核機関、社会福祉協議会、

NPO/NGO職員、これらの活動に携わる専門職、障害のある当事者・関連団体、市民 等

定 員：オンライン方式 無制限

参加費：無料

申込先：①Web（右記QRコード又はURL）

②E-mail fukushi-sodan@city.toyota.aichi.jp（豊田市福祉総合相談課）

締 切：2024年２月19日（月）

主  催：一般社団法人 日本意思決定支援ネットワーク（SDM-Japan）

共 催：豊田市、日本財団

本人の心からの希望や価値観、意思決定を支持する

「フォロワーシステム」の可能性とは？

自治体との連携による障害者・認知症高齢者等の意思決定支援モデル事業

意思決定支援
実践シンポジウム

第2回

2024年２月23日（金・祝）13:00〜17:30 無料

会場：オンライン開催 ※Zoom、YouTubeライブ配信による全国オンライン中継

【問い合わせ】

①申込方法…豊田市福祉総合相談課

Mail：fukushi-sodan@city.toyota.aichi.jp TEL：0565-34-6791

②プログラム内容…日本意思決定支援ネットワーク

Mail：info@sdm-japan.net    TEL：050-5534-4004

https://forms.gle/8H1pGMaQBZSBSbxi9

https://sdm-japan.net/what-we-do/local-
government-projects/symposium2023最新情報はこちら→

参考資料５
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プログラム ※タイトル・時間配分・登壇者（敬称略）については変更の可能性があります。

13:00〜13:10 開会

開会あいさつ・趣旨説明

一般社団法人日本意思決定支援ネットワーク（SDM-Japan）代表理事 名川  勝

「豊田市・SDM-Japan・日本財団が目指す意思決定支援の形とは？」

【第一部】

13:10〜13:55（45分）

基調講演

同志社大学社会学部教授・社会福祉士（全体委員会副座長） 永田  祐

「地域福祉の推進と共生社会の実現〜持続可能な権利擁護支援モデル事業の現状と課題〜（仮）」

13:55〜14:40（45分）

自治体との連携による障害者・認知症高齢者等の意思決定支援モデル事業の進捗について

① 豊田市の取組み：安藤 亨（豊田市福祉総合相談課権利擁護支援担当長）

② SDM-Japanの取組み：名川  勝（研修WG座長）／水島 俊彦（アドボケイトWG座長）／

森地  徹（評価WG座長）

③ 日本財団の取組み：袖山 啓子（日本財団公益事業部）

14:40〜14:55（15分）

休憩／第一部アンケート

【第二部】

14:55〜15:35（40分）

実践報告 「意思決定支援」への実践的取組み

・福岡県大川市：意思決定サポーターを支えるしくみと実践（石山裕子）

・愛知県豊田市：意思決定フォロワーの活動について（安藤 亨）

15:35〜17:15（100分）

パネルディスカッション

コーディネーター 名川  勝（SDM-Japan代表理事）

テーマ：本人が自分らしく生きていくために必要な意思決定支援の仕組みと実践とは？

・本モデルの関係性濫用のけん制効果と意思決定支援の充実効果について

・本モデルの課題と全国的普及を進めるための「フォロワーシステム」について

パネリスト 

 

 

a                  

17:15〜17:25（10分）

閉会の挨拶

日本財団常務理事 吉倉 和宏

17:25〜17:30（5分）

第二部アンケート／事務連絡

17:30  閉会

前回のパネルディスカッションの様子
石山 裕子（大川市福祉事務所地域福祉係係長）

大地 裕介（豊田市社会福祉協議会・豊田市成年後見支援センター長）

木本 光宣（特定非営利活動法人ユートピア若宮理事長）

袖山 啓子（日本財団公益事業部）

永田    祐（同志社大学社会学部教授）

水島 俊彦（SDM-Japan副代表理事）
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